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－ １ － 

 

人生とはただ一度なるものである。 
  
新年をお迎えになられ、皆さまには益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。 

平成 25 年末には自民党政権になって 1 年が過ぎたところですが、アベノミクスの成果を実

感された方も少なからずいらっしゃると思います。中には中小企業には良い結果がないとい

う方や、給料もまだ上がらないという声も聞こえはしますが、数多くの決算書を作っていま

すと景気の改善が感じられます。平成 26 年の成果を素晴らしいものにするために、なんと

しても経営改善を進めていただきたく思います。 
 
１．人生とはただ 1 度なるものである。 
 『今までは他人のことだと思いしに、おれが死ぬとはこりゃたまらん』太田蜀山人はこん

な狂歌を作りました。西南ドイツ学派の哲学者ヴィンデルバンドは「哲学入門」の中で「人

生とはただ一度なるものである」と書いています。私もあなたも誰の人生もたった 1 回しか

ありません。ならばどのような生き方をすべきでしょうか。 
 
２．正しい行動の選択のために。 
 社長さんの仕事は『意思決定』ですよと、何度か書いてきました。意思決定の善し悪しに

よって、成長発展と後退縮小が決まるからです。企業経営ばかりでなく私たちすべての生活

においても、意思決定が人生を大きく左右します。 
多くの人たちは、いろんな話を聞いたり読んで知識として持っていますが、自分の行動選

択に当たって勉強した正しい判断基準に基づいた行動を選択していないことが見られます。

おこってきた事象に対して、一瞬の誤った判断がそれまでの精進努力の人生を台無しにして

しまうのです。こうならないためにどうしたらよいか。『徹底的に高い思想・生き方を真剣に

繰り返し繰り返し勉強することです。』 

 
 当社では経営計画の作成や月次決算の重要性とともに、これからも各種の勉強会を開催し

てまいります。何事も素直に受け止め、勉強し実践に移す経営をしておられる経営者は厳し

い経済情勢の中でも立派な利益を出しておられます。勉強を重ねられ素晴らしい業績を納め

られますことを祈念し、新年の挨拶とさせていただきます。 
 



 
 

 

＜ 倉 又 ＞ 
 

－ ２ － 

昨年、各市町村より案内が届いていると思われますが平成２６年度より個人住民税の徴収方法が原

則特別徴収にするよう文章が来ています。今回は、個人住民税とは何か？また特別徴収とは何か？を

ご説明させて頂きます。 
 
Ⅰ．個人住民税とは？ 

県や市町村等の地方団体は、私たちが豊かで健康な暮らしができるよう、福祉･保健･教育・消防・

ごみ・公園・道路等日々の生活の広い範囲にわたり様々な仕事をしています。 
 個人住民税は、私たちの日常生活に身近な関わりをもつ仕事のための費用を住民がその能力に応じ

て分担しあうという性格の税金で、いわば住民として暮らしていくために支払わなければならない会

費のようなものともいえます。 
 個人住民税は、県民税分、市町村民税分を一括して市町村が賦課徴収しています。 
 
Ⅱ．税率は？ 

■均等割･･･年 4,000 円（内、市町村税は年 3,000 円） 
■所得割･･･課税所得額の 10％（内、市町村民税は 6%） 
 「課税所得金額（前年の所得金額－所得控除）×税率－税額控除額」により計算します。 
 
Ⅲ．個人住民税の納税方法 

① 普通徴収：市町村から送付される納税通知書（納付書）により、年 4 回（通常 6、8、10、1 月、 
市町村によって異なる場合があります）に分けて納付する方法です。 

② 特別徴収（給与分）：勤め先（特別徴収義務者）が、通常 6 月から翌年の 5 月まで年 12 回に分け

て、給与の支払いの際に天引きして、納税者にかわって納める方法です。 
 
Ⅳ．特別徴収制度の概要 

 地方税法及び各市町村の条例上、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税（県

民税、市町村民税）の特別徴収（給与天引き）をしなければならないこととされています。（市町村

が事業主に対して「特別徴収税額通知書」（給与天引き額の通知）を交付することにより、事業主に

特別徴収義務が生じます。） 
 
Ⅴ．特別徴収の手続き 

 各市町村に給与支払報告書提出の際に特別徴収をする方を予め報告することにより特別徴収が開

始します。その後６月頃に各市町村より各人の毎月の納税額と納付書が送られてきます。送られてき

た資料を基に各人の給料計算から源泉所得税と同じように市県民税も徴収して頂き預かり納税する

ようになっています。 
 また、毎月預かった市県民税は翌月１０日までに銀行に納税する仕組みになっています。 
企業におきましては事務負担が増え大変かと思いますが市県民税の滞納状況等を踏まえますと滞納

を未然に防ぐ上では合理的な方法かと思われます。みなさん是非ご協力をお願いします。 
 
 ①給与支払報告書の提出

（１月３１日まで）

②退職者等の報告

※納期の特例の承認制度あり

（５月３１日まで）

⑤個人住民税の徴収

６月から翌年５月まで

毎月の給与支給日

（５月中旬まで）

⑥個人住民税の納入

「①給与支 払報 告書 の提

出」や「②退職者等の報告」

には、電子申告（ eLTAX ）

もご利用いただけます。

（翌月１０日まで）

（４月１５日まで）

③特別徴収税額の通知④特別徴収税額の通知
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＜ 山 田 ＞ 
 

－ ３ － 

 
高 額 療 養 費～医療費の自己負担が高額になったとき～ 

 
一部負担金・自己負担額が限度額を超えれば払いもどし（７０歳未満） 

  
７０歳未満の被保険者・被扶養者が、同一の医療機関に対して１ヶ月に窓口で支払った一

部負担金・自己負担額が表の自己負担限度額を超えたときは、超えた分が請求により、高額

療養費としてあとで払いもどされます。 
 自己負担限度額は、被保険者を①上位所得者、②一般、③低所得者の三つに区分したうえ

で設定されています。なお、今回は記載を省略させていただいておりますが、高齢受給者の

療養については、別に限度額が定められています。 
 
被保険者の区分 自己負担限度額（高額療養費算定基準額） 多数該当 
①上位所得者 150,000 円＋（かかった医療費－500,000 円）×１％ 83,400 円 

②一般  80,000 円＋（かかった医療費－267,000 円）×１％ 44,400 円 

③低所得者  35,400 円（定額） 24,600 円 
※上位所得者とは、診療を受けた月の標準報酬額が 530,000 円以上の場合をいいます。 

※低所得者とは、市（区）町村民税の非課税者、自己負担限度額の低い高額療養費の支給があれば生活保

護の被保護者とならない人をいいます。 

 

                                 窓口で支払った額 

療養の給付 

（家族療養費） 

高額療養費    

（払いもどし） 
自己負担限度額 

 
か か っ た 医 療 費 

 

 

 窓口負担でも、高額療養費の計算の対象外のものがあり、 

           これらを除いて高額療養費算定基準額が計算されます。 
 

高額療養費の対象となる負担 高額療養費の対象とならない負担 

・療養の給付の一部負担金・家族療養費の自己負

担額 

・保険外併用療養費・医療費の自己負担額（相当） 

・訪問介護の基本利用料 

・入院時食事療養費・生活療養費の標準

負担額 

・保険外併用療養費の特別料金 

・訪問看護のその他利用料 

 

提出書類・・・高額療養費支給申請書（７０歳未満・７０歳以上とも） 

低所得者は非課税証明書を添付します。 

 

対象となる負担

とならない負担 



 
 

 

＜ 山 口 ＞ 
 

－ ４ － 

 

 

 

２０１２ 年

１１ 年

１０ 年

０９ 年

０８ 年

０７ 年

などがベスト１０ ０６ 年

  新 語   流 行 語 大 賞  

「 ２０１３ユ－キャン新語．流行語大賞 】 が決まりましたね。

今回は､予備校講師のセリフで 「 今でしょ！」  五輪招致のスピ－チで

   大賞は、一般の人へのアンケ－ト

主催者の意見を参考にして、作家や

１２月にトップ１０とともに発表します。

 に入っています。 　品格 (ひんかく)

　イナバウア－

漫画家などの選考委員会が選んで

 ｢ ご当地キャラ 」「 アベノミクス 」　

この賞は､その年の世相を反映し､話題になった

言葉に贈られる賞で､今回で３０回目だそうです。

   これまでは、テレビの人気者のギャグや政治､スポ－ツに関する言葉などが

　  多く選ばれていますが､はたして２０１４年はどのような世相を表す言葉が出て

　  来るのでしょうか？

 「 ブラック企業 」

　２０１３年はそれだけ話題になる

　言葉が多かったのでしょう。

  年間大賞を受賞した言葉

出た 「 おもてなし 」 テレビドラマからの 「 じぇじぇじぇ 」 と 「 倍返し」 の

四つです。これは過去最多の選出だそうですよ。  

　ワイルドだろぉ

　なでしこジャパン

　ゲゲゲの

　政権交代

　アラフォ－

　グ～！

　どげんかせんといかん

　ハニカミ王子



 
 

 

＜ 伊 藤 ＞ 
 

－ ５ － 

住宅ローン減税・住宅ローン控除Ｑ＆Ａ 
 
～共有持分割合と連帯債務負担割合が違う場合～ 

 

  連帯債務の場合、原則としてマイホームの持分に応じた借入金が住宅ローン減税の対象

となります。ただし、共有持分割合と連帯債務負担割合が違う場合は異なります。 

 
 

 

Ｑ１ 共働きの夫婦が、以下のような連帯債務である住宅ローンで住宅を購入した場合、

それぞれの住宅ローン減税の対象となる住宅ローンはいくらか。 

 

 ・マイホームの購入代金（夫婦２分の１ずつの共有）4,000 万円 

・頭金 500 万円（夫 500 万円） 

・住宅ローン（夫婦の連帯債務）3,500 万円 

      （負担割合：夫 2,500 万円 妻 1,000 万円） 

   

 

 

  Ａ１ 頭金 500 万円を夫が一人で負担しているため、夫がマイホームの持ち分を取得

するために住宅ローンとして負担すべき適正な金額は1,500万円（4,000万円×50%

－500 万円）だけとなります。従いまして、夫の住宅ローン減税の対象となる住宅

ローンは 1,500 万円と考えられます。 

     そして、夫が実際に負担する住宅ローンとの額 2,500 万円との差額 1,000 万円

（2,500 万円－1,500 万円）に相当する金額は、妻のマイホームの持ち分の取得

のために夫が妻に代わって負担しているため、夫から妻に対する贈与となります。

ただし、贈与を受けたものとして取り扱う金額は暦年ごとにその返済があった部

分の金額を基礎として計算します。 

        一方、妻は住宅ローンの負担は 1,000 万円だけですから、妻の住宅ローン減税

の対象となる住宅ローンは 1,000 万円となります。 

   
 

 

 

        

 



 
 

 

 
 

－ ６ － 

◇◆◇ おもしろ雑学 ◇◆◇ 
 小正月 

 1 月７日までの松の内を「大正月」と呼ぶのに対して、１月１５日を「小正月」と言います。 

 月を暦の基準にしていた大昔の日本では、「満月から次の満月まで」が１カ月でした。昔の人

は満月をめでたいものの象徴としていたようで、一年で初めての満月の日を「正月」にしていま

した。これが「小正月」の起源だそうです。 

 地方によっては松の内に忙しく働いた主婦をねぎらう意味で「女正月」というところもあるそ

うです。 

                        某雑学ＨＰより（担当：青木） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加藤輝守税理士事務所は、中小企業経営力強化支援法に基づく 

経営革新等支援機関に認定されました！！ 

経営革新等支援機関から支援を受けるメリットとして… 

①信用保証協会の保証料の引き下げ  ②低金利での融資制度  ③各種補助金制度 

④商業・サービス業等投資減税制度   などが挙げられます。ぜひご活用ください。 

 

お客様をご紹介ください 

ご友人やお知り合いの方で、税務・会計でお困りの方、 

企業経営について相談してみたい等々ありましたら、是非ご紹介ください。 

 

会社の広告お手伝いします 

お客様の広告チラシ等がございましたら月一回発行の事務所通信に同封いたし 

ます。お気軽にお申し付け下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 

加藤　輝守

5,000円
（懇親会費用含）

日 時 研 修 内 容 場 所 講 師 参 加 費

１月２３日（木） 第24期　経営計画発表会 月徳飯店

㈲佐久共同
櫻井　茂利氏

税理士



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４
元旦 年始休暇 年始休暇 年始休暇

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
仕事始め

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
 成人の日

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
経営計画発表会  

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

・網掛けの日が当事務所の休日です。

（名前の記入されていない土曜日は、全員出勤となっています。）

　

　　平成２５年１２月分の源泉所得税・住民税の納付

　　源泉所得税の納期の特例分の納付（平成２５年７～１２月分）

　　平成２５年１１月決算法人　法人税等・消費税確定申告・納付

　　平成２６年５月決算法人　法人税等・消費税中間・予定申告・納付

　　平成２６年８月、２月決算法人の消費税の中間申告、納付

　　法定調書の提出

　　固定資産税の償却資産に関する申告

　　給与支払報告書の提出

　１月３１日

■■■■　　休日カレンダー　　■■■■

１月の税務

１月( 睦月 ) Ｊａｎｕａｒｙ

　１月１０日

　１月２０日

 

◇◆ あとがき ◆◇ 
 

 今年の目標は、「あとがき」とは、その本の著者によって書かれるものが一般的で、

他の人が書いた場合は「解説」となります。などと偉そうに言わない事と、あとはでき

るだけ正直に暮らそうと思います。 

＜あとがき＞「今年の目標は」、と書きましたが実は１２月２７日に書いています。  

〈 斉 藤 〉 

 


